
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表

○
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
二
号

（
抄
）

）

(

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分)

改

正

案

現

行

別
表

別
表

基

準

基

準

番
号

医
療
機
器
の
名
称

番
号

医
療
機
器
の
名
称

日
本
工
業
規
格

使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果

日
本
工
業
規
格

使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果

一
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

百
二
十

百
二
十

二

二

八
百
二

１

血
管
造
影
用
カ
テ

Ｔ
三
二
六
八

血
管
に
挿
入
留
置
し

造
影

新
設

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

、

、

（

）

十
三

ー
テ
ル

輸
血
、
採
血
、
血
圧
測
定
、

２

非
中
心
循
環
系
動

カ
テ
ー
テ
ル
等
の
誘
導
、
異、

脈
用
カ
テ
ー
テ
ル

物
若
し
く
は
凝
血
塊
の
除
去

３

ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
用

狭
窄
部
の
拡
張
、
一
時
閉
塞

さ
く

血
管
内
カ
テ
ー
テ
ル

又
は
薬
液
注
入
に
用
い
る
こ

４

非
中
心
循
環
系
血

と
。
た
だ
し
、
非
中
心
循
環

管
内
カ
テ
ー
テ
ル

系
で
用
い
る
も
の
に
限
る
。

５

非
中
心
循
環
系
塞

栓
除
去
用
カ
テ
ー
テ

ル
６

非
中
心
循
環
系
バ

ル
ー
ン
拡
張
式
血
管

形
成
術
用
カ
テ
ー
テ

ル
７

ス
ネ
ア
用
カ
テ
ー

テ
ル



８

非
中
心
循
環
系
閉

塞
術
用
血
管
内
カ
テ

ー
テ
ル

９

注
入
用
カ
テ
ー
テ

ル


